
まん延防止等重点措置の期間延長について

埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ①

重点措置を実施すべき期間を以下のとおり延長します

◆ 重点措置の実施期間

令和３年４月２０日（火）から

令和３年８月２２日（日）まで

◆ 措置区域 さいたま市及び川口市

◆ 措置区域以外 措置区域を除く埼玉県全域
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感染経路推移【1週間ごと・構成比】（発表日ベース）
計 491（人） 計 654（人） 計 760（人）
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５月１日～６月２０日 ６月２１日～7月6日

市町村別陽性者数比較

※「６月２１日～７月６日」の期間と「５月１日～６月２０日」の期間とを比較し、1日当たりの新規陽性者数が増加している自治体を抽出
（１日当たりの人数が１人を下回る自治体は除く）

＋9.0％

＋42.7％

＋38.0％
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県民の皆様へのお願い
（特措法第24条第９項、その他のお願い）

埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑤

◆ 不要不急の外出・移動の自粛
（医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、

通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く）

◆ 外出・移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、
目的の場所以外に立ち寄らず、直行・直帰を徹底

新

お買い物、お出かけは『県内』『少人数』で！

◆ 県境をまたぐ移動、特に、緊急事態措置区域との往来は、
極力控えること。



埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑥

措置区域 措置区域以外

要請期間
令和３年７月１２日（月）から 令和３年８月２２日（日）まで

午前０時 午後１２時

営業時間 午前５時から午後８時まで 午前５時から午後９時まで

その他
長時間（90分超）の会食を避け、
４人以下又は同居家族（介助者を含む）のみに限るよう働きかけること

飲食店に対する営業時間の短縮要請等について
（特措法第31条の６第１項、第24条第９項）

◆ 飲食店（居酒屋含む）、喫茶店等、バー等遊興施設等に対して



埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑦

措置区域 措置区域以外

酒類
提供

原則、提供自粛（飲酒の機会を設けないこと）

ただし、以下の遵守を条件に、提供可能
・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋(プラス)」の
認証を受けること
※特に、①アクリル板等の設置又は座席間隔の確保、②手指消毒の徹底、
③マスク着用の推奨、④換気の徹底 の基本４項目を遵守すること

提供
時間

午前１１時から 午後７時まで 午前１１時から 午後８時まで

人数
上限

・１人 又は
・同居家族（介助者含む）のみ

・４人以下 又は
・同居家族（介助者含む）のみ

飲食店に対する営業時間の短縮要請等について
（特措法第31条の６第１項、第24条第９項）

◆酒類の提供について



劇場、遊興施設、商業施設等への要請
（特措法第２４条第９項、その他のお願い）

埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑧

措置区域 措置区域以外

営業時間
午後８時まで

※映画館での上映又はイベント開催の場合は

午後９時まで

午後９時まで

酒類提供

原則、提供自粛（飲酒の機会を設けないこと）

ただし、業種別ガイドライン、基本４項目等の遵守を条件に、提供可能

【措置区域】 午後７時まで

【措置区域以外】 午後８時まで

人数要件

◆ 商業施設以外 … イベント等の開催制限と同じ

◆ 商業施設（床面積1,000㎡超）

… 繁忙期の1/2程度の人数を目安



人 数 上 限 収 容 率

人数

５，０００人以下
大声での歓声、声援が

無：１００％以内 有：５０％以内

人数上限と収容率の人数のいずれか小さい方が上限
※チケット既存販売分を除く

営業時間 午後９時まで

※措置区域内において、イベント開催以外の場合の施設利用は午後８時まで

酒類提供

原則、提供自粛（飲酒の機会を設けないこと）

ただし、業種別ガイドライン、基本４項目等の遵守を条件に、提供可能

【措置区域】 午後７時まで

【措置区域以外】 午後８時まで

イベント等の開催制限について
（特措法第２４条第９項、その他のお願い）
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埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑩

◆ 在宅勤務（テレワーク）やローテーション勤務等の
徹底による接触機会の低減

事業者へのお願い
（その他のお願い）

◆ 可能な限り、県境を越えて業務を行わせない

◆ 職場・寮における感染防止対策の徹底

◆ 従業員等へ、感染防止対策の徹底や
会食自粛等の呼びかけ

新



県主催イベント等の取扱いについて

埼玉県知事記者会見 令和３年７月８日 ⑪

◆県主催イベント・行事については、

原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催

◆屋内県有施設については、以下を条件として開館

・ 営業時間の短縮及び人数上限等の要請を遵守

・ 以下の徹底した感染防止対策を講じ、主催者に徹底させる

以下の行為を伴う利用は禁止 以下の対策を徹底

・宿泊施設の使用

・大声での発生など感染リスクの高まる行為

・身体的な接触を伴う行為（競技団体等の定める
ガイドラインに則った行為を除く）

・その他、県が定める措置を逸脱する等の行為

・来場者のマスク着用、手指消毒、検温など
・設備の消毒、スタッフの体調管理

・入場制限、来場者動線や社会的距離の確保

・接触確認アプリの導入

・その他、業種ごとのガイドラインや

「彩の国新しい生活様式安心宣言」の厳守



令和３年度県営公園夏季プールについて

◆対象：しらこばと、川越、加須はなさき、さいたまの４か所の水上公園（屋外プール）

◆感染防止対策

・ １日の入場上限を収容人数の５０％以下

・ 入場時の行列を回避するため、入場時間を指定したチケットを事前販売

・ ロッカーの間引きによる十分な間隔の確保、水着着用での来場呼びかけ、

シャワーは屋外のみ使用（屋内は休止）など更衣室等での対策の徹底

・ 家族単位の利用を推奨するほか、プール周りでテント等を設置する区画を指定し、

テントごとの間隔を２ｍ以上確保（テント内は同居家族単位又は２人以内）

・ 特定のプールでの人の集中などが生じないよう監視員が指導

新

◆開園期間：令和３年７月３１日（土）～８月２９日（日）
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7月12日以降の県立学校の対応
1. 学校における対応

① 基本的な感染予防対策の徹底
➢ 健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）
➢ 手洗いの徹底と適切な換気・保湿、マスクの着用
➢ 感染防止対策を徹底した授業
➢ 食事中の会話禁止の徹底（会話は食事後にマスクを付けてから）

➢ 休み時間等の感染防止の徹底
➢ 直行直帰の徹底（寄り道をしない）

③ 修学旅行等の校外行事
➢ 修学旅行等は、目的地等の状況、生徒の心情等を踏

まえ、保護者の十分な理解を得て、実施の可否を判断

② 部活動
➢ 感染防止対策を徹底した上で『埼玉県の部活動に関す

る方針』 に基づく活動
・ 初発対応の強化による拡大防止の徹底
・ 更衣・休憩場面・下校時等における感染防止の徹底
・ 泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に

出場する場合を除き、校外・校内ともに行わない
（夏季休業期間終了まで）

・ 熱中症事故防止に配慮した感染防止
※ 適切なマスクの着脱等

・ 感染症対策の専門家による学校訪問結果のフィードバック
※ 水分補給時における感染予防の徹底

２. 家庭における対応

⑥ 日常生活における感染対策（夏季休業期間中を含む）

➢ 規則正しい生活習慣の徹底（体調不良の際は外出しない・させない）

➢ 手洗いの徹底と適切な換気、マスクの着用
➢ 不要不急の外出・会食等を避け、可能な限り速やかな

帰宅

※ 県立学校の取組について市町村教育委員会に周知し、適切な対応を要請

④ 児童生徒の心のケア
➢ 教職員に対し、改めて適切な対応を指導
➢ 相談窓口の再周知

⑤ ワクチン接種に対する理解促進
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